
市 有 地 売 払 い

一 般 競 争 入 札 の ご 案 内

【市有地売払い一般競争入札実施要領】

（令和８年１月実施）

市有地を一般競争入札により売払います。入札を希望される方は，この実施要領

をよく読み，内容を十分把握した上でご参加ください。

◆ 募集期間：令和７年 12 月 15 日（月）～令和８年１月 26 日（月）

閉庁日を除く 午前９時 00 分～午後５時 15 分

※持参以外の申込みはできません。

笠岡市 総務部 公有財産管理課

TEL（０８６５）６９－２１６７
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この入札に参加するには，事前に参加申込みが必要です。

【入札の流れ】

公告・要領配布 令和７年 12 月 15 日（月）

↓

入札参加申込 令和８年１月 26 日（月）午後５時１５分まで

申込書と必要書類を揃えて市役所まで持参してください。

↓

書類審査 提出していただいた書類に基づき，入札参加資格の審査を行

います。審査結果については，入札参加申込があった日から

原則 10 日以内に通知します。

↓

入札保証金の納入 期限：令和８年１月 30 日（金）の入札開始前まで

金額：入札金額の５％以上

↓

入 札 令和８年１月 30 日（金）

↓

契約の説明会 落札者を対象に入札終了後行います。

↓

仮契約の締結 契約の説明会から 10 日以内に仮契約を締結していただき

ます。なお，仮契約時に契約金額の 10％以上の契約保証金

の納付が必要です。

↓

市議会の議決

本契約の成立

↓

売買代金の納付 契約の成立後 30 日以内に残金と登録免許税を納付してい

ただきます。

↓

所有権移転登記

↓

現状有姿での引渡し



2

市有地売払い一般競争入札実施要領

令和７年 12月 15 日

笠岡市では，下記の要領で市有地を一般競争入札により売払います。この一般競争入札による

売払いは，予定価格（最低売払価格）以上で一番高い価格をつけられた方にお譲りするものです。

購入を希望される方は，現地を確認の上で参加してください。

１ 売買物件（※）

※ 売買物件については，現状有姿での引き渡しとなります。

※ 拓海町 143 番 2 は，現在，拓海町 143 番から分筆作業中であり，公図上の筆は分かれてい

ませんが，入札日までには作業を完了します。

２ 入札参加者の資格等

入札の参加者となることができるのは，日本国内に住民登録をしている個人及び日本国内で

法人登録をしている法人とします。（２名以上の連名（共有）による入札参加も可能です。）

ただし，次の事項に該当する者は，入札に参加できません。

（1）笠岡市の公有財産に関する事務に従事する職員（地方自治法第 238 条の３第１項関係）

（2）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（地方自治

法施行令第 167 条の４第１項関係）

（3）次に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる者で，その事実があった後２年を経過

しない者及びその者を代理人，支配人その他の使用人又は入札使用人として使用する者（地

方自治法施行令第 167 条の４第２項関係）

ア 笠岡市との契約の履行に当たり，故意に工事,製造その他の役務を粗雑に行い，又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ 笠岡市の行う競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げた者又は公正な価

格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 笠岡市の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は笠岡市との契約者が契約を履

行することを妨げた者

エ 地方自治法第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げた者

オ 正当な理由がなくて，笠岡市との契約を履行しなかった者

カ 笠岡市との契約の後に代価の額を確定する場合において，当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行った者

キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又

は契約の履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用した者

物件

番号
所在地 地目 面積（公簿）

予定価格

（最低売払価格）

１
笠岡市拓海町 188 番 雑種地 12,526 ㎡

66,295,026 円
笠岡市拓海町 143 番 2 雑種地 3,180 ㎡
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（4）申込者又はその役員が笠岡市暴力団排除条例（平成 24 年笠岡市条例第 11 号）第２条第１

号から第３号に規定する者

（5）申込者又はその役員が笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱（平成 17 年笠岡市告示第

102 号）別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる者

（6）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（更

正手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）

（7）市町村税を滞納している者

（8）その他市長が不適当と認める者

３ 用途制限

入札する物件については，売買契約書において次の用途制限を付すとともに，これらの用途

に使用するおそれのある第三者へ転売し，又は貸付けることも禁止しますので，この点を理解

された上で，入札に参加してください。

（1）笠岡市暴力団排除条例（平成 24 年笠岡市条例第 11 号）第２条第１号に規定する暴力団の

事務所その他これに類する施設の用途に供することを禁止します。

（2）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条に

規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途に供することを禁止します。

（3）売買物件が所在する用途地域に応じて，次の用途に供することを禁止します。

４ 注意事項

（1）入札を希望される方は，「入札についての注意事項」を熟読され，「市有地売払い一般競争

入札実施要領」，「市有財産売買契約書」の各条項並びに売買物件の法令上の規制を承知した

上で申し込んでください。また，入札参加者において現地，諸規制及び各種ハザードマップ

についての確認を行ってください。

（2）売買物件は現状有姿での引渡しとなります。（現況と図面等が相違している場合，現況を優

先します。）

（3）売買物件については，地下埋設物及び土壌調査は行っておりません。

(4) 越境物が存在する場合には，隣接土地所有者等との協議及び移設に関して，すべて買受人

の負担と責任において行っていただきます。

（5）入札参加にあたり，各種事前調査が必要となる場合，笠岡市の承諾を得た上で，応募者の

費用負担により調査を実施することは可能です。

（6）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条に基づく開発行為の実施に伴って影響を受

ける開発区域外の上水道，下水道等の整備については，笠岡市は負担しません。

５ 現地説明会

日時 令和８年１月９日（金） 午前 10 時～

物件番号１

田園居住地区に建築してはならない建築物（笠岡市特定

用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する

条例第５条（１）に掲げる用途）
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６ 質問書及び回答書

売買物件について疑義がある場合は，質問書を令和８年１月 16 日（金）の正午までに公有財

産管理課に提出（又はＦＡＸ）して下さい。疑義に対する回答書は笠岡市のホームページで掲

示いたします。（質問がある場合には，事前に公有財産管理課に連絡してください。）

７ 入札参加申込及び留意事項

（1）入札参加申込書に必要事項を記入の上，印鑑登録証明書に係る印鑑を押印し，受付期間内

に笠岡市総務部公有財産管理課公有財産活用係（市役所本庁舎３階）に提出してください。

（2）受付期間 令和７年 12月 15 日（月）～令和８年１月 26 日（月）

閉庁日を除く 午前９時 00 分～午後５時 15分

（3）添付書類（ご提出いただいた書類はお返ししません。）

ア 個人の場合

① 印鑑登録証明書 ※１

② 住民票 ※１

③ 市町村税の完納証明書

④ 誓約書

イ 法人の場合

① 印鑑証明書 ※１

② 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※１

③ 市町村税の完納証明書

④ 誓約書

※１ 発行日から３ヶ月以内のもの。

（4）連名（共有）による申込み

ア 連名（共有）で申込みされる場合は，連名（共有）の中から代表者を１名決め

る必要があります。実際の入札の参加申込手続き及び入札手続きができるのは，当該

代表者のみです。

イ 連名（共有）を希望される場合は，申込時に連名（共有）者全員について，上記(3)

に掲げる書類を添えて，連名（共有）予定者全員が連名で申し込みをしてください。

（5）電話，ＦＡＸ又は電子メールでの申込みはできません。

（6）現状有姿での引渡しになりますので，必ず売買物件の下見と現状の確認を行った上で申し

物件番号１ 場所：売買物件の所在地（笠岡市拓海町 188 番,143 番 2）

ア 本説明会は，事前申込が必要となりますので，希望される方は令和８年１月６日

（火）までに笠岡市総務部公有財産管理課公有財産活用係（TEL 0865-69-2167）

へ連絡してください。事前申込がない場合は実施いたしません。

イ 本説明会では，売買物件の境界の状況等についての事項を説明します。

ウ 本説明会に参加しなくても，入札に参加することはできますが，その場合はすべ

て了承されているものとみなします。

エ 本説明会への参加費用（旅費等）については，笠岡市は負担しません。

オ 本説明会では疑義は受け付けません。
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込んでください。

（7）契約条項については，笠岡市総務部公有財産管理課にて示すものとします。

８ 入札参加資格の確認

（1）参加資格を審査し，参加資格があると認めた者に対しては，入札参加受付確認書により，

入札参加の申込みがあった日から起算して原則 10 日以内に通知します。

（2）参加資格を審査し，参加資格がないと認めた者に対しては，入札参加不適格通知書により，

入札参加の申込みがあった日から起算して原則 10 日以内に通知します。

９ 入札保証金

（1）入札参加者は，入札しようとする金額の５％以上に相当する金額の入札保証金を，笠岡市

の発行する納入通知書により令和８年１月 30 日（金）の入札開始前までに納入しなければな

りません。

(2) 入札保証金の領収書は，必ず入札日当日に持参し受付へ提示してください。

(3）落札者の入札保証金は契約保証金の全部又は一部に充当します。

(4) 落札者以外の入札保証金は入札終了後，入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書を提出し

ていただき，入札日から概ね１ヶ月後までに入札参加者の指定する口座へ振り込む方法で返

還します。なお，入札保証金に利子は付しません。

１０ 入札実施の日時

入札日 令和８年１月 30 日（金）

１１ 入札会場

笠岡市中央町１番地の１

笠岡市役所 本庁舎３階 第４会議室

１２ 入札参加（入札当日）に必要なもの

（1）個人の方で，入札に御本人が出席される場合

ア 入札参加受付確認書

イ 印鑑（印鑑登録証明書により証明された印鑑）

ウ 入札保証金の領収書

エ 入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書

（2）個人の方で，入札に代理人が出席される場合

ア 入札参加受付確認書

イ 委任状（本人の印鑑登録証明書により証明された印鑑が押印されているもの）

ウ 委任状に押印されている代理人の印鑑

売買物件 受付時間 入札開始時刻

物件番号１ ９時３０分～９時５０分 １０時００分
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エ 入札保証金の領収書

オ 入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書

（3）法人で，入札に代表権のある方が出席される場合

ア 入札参加受付確認書

イ 印鑑（印鑑証明書により証明された印鑑）

ウ 入札保証金の領収書

エ 入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書

（4）法人で，入札に代理人が出席される場合

ア 入札参加受付確認書

イ 委任状（入札参加法人の印鑑証明書により証明された印鑑が押印されているもの）

ウ 委任状に押印されている代理人の印鑑

エ 入札保証金の領収書

オ 入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書

１３ 入札の無効

次のいずれかの項目に該当する入札は，無効とします。

ア 入札に参加することのできない者のした入札

イ 談合して行われた入札

ウ 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

エ 入札書の金額，氏名，印影又は重要な文字が誤脱し，又は不明である入札

オ 入札書の記載金額を加除訂正した入札

カ 同一の入札について，２以上の入札をした者のした入札

キ 郵便又は電信による入札

ク その他入札条件に違反して行われた入札

１４ 入札結果の公表

入札結果については，入札参加者数，落札価格等について，個人情報等を除き公表する場合

があります。

１５ 契約

（1）契約の締結

ア 落札された方は，落札決定の日から 10日以内に仮契約を締結していただきます。

イ 笠岡市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年

笠岡市条例第 12 号）の規定に基づき議会の議決を得たとき，仮契約は本契約と読み替

えるものとします。

（2）契約保証金（契約金額の 10％以上に相当する金額）

ア 契約の締結の際に，契約保証金を納付していただきますが，入札保証金は契約保証金の

全部又は一部に充当します。

イ 契約保証金は，売買代金と契約保証金との差額の支払いと同時に，売買代金に充当しま

す。
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１６ 売買代金の納入

売買代金から契約保証金を差し引いた金額は，原則として契約締結日から起算して 30 日以内

に納入していただきます。納入期限までに，売買代金が完納されない時は契約を解除します。

この場合，契約保証金は笠岡市のものとなります。

１７ 所有権の移転

所有権は，売買代金が完納されたときに，笠岡市から買受人へ移転します。

１８ 登記手続き

土地に係る所有権移転の登記手続きは，売買代金完納後，買受人の登録免許税の負担により

笠岡市が行います。

１９ 入札保証金，契約保証金及び売買代金以外に必要となる費用

（1）契約書に貼付する印紙代

（2）不動産の登記（買戻特約抹消登記を含む。）に必要な登録免許税

２０ 実地調査等

上記２，又は３について，笠岡市で必要があると認めるときは，実地調査を行うことがあり

ます。実地調査の際には，買受人には協力する義務があります。

２１ 違約金

（1）上記２，３又は 20 に違反した場合，売買代金の 100 分の 10 に相当する金額（１円未満の

端数があるときは，切り捨てるものとする。）を笠岡市に対し，違約金として支払わなければ

なりません。

（2）（１）に定める違約金は損害賠償の予定又はその一部とは解釈しません。

２２ 買戻特約

（1）上記２，又は３の条件に違反した場合，当該売買物件を買い戻すことができるもの

とし，所有権移転登記と同時にこの旨を付記して特約登記します。

（2）特約期間は契約締結の日から５年間とします。

（3）所有権移転と同時に登記するものとし，買受人はこれに同意し，協力するものとし

ます。

（4）買戻しの実行に際しては，次に掲げるところによるものとします。

ア 買戻代金は，売買代金から上記２１（１）に定める違約金を差し引いた金額とします。

イ 買受人が売買契約締結又は売買物件のために支出した費用（公租公課を含む）について

は，これに係る補償を笠岡市に請求することはできません。

ウ 笠岡市に損害が生じた場合，笠岡市は，買受人に対しその賠償を請求することができま

す。

エ 買受人に損害が生じた場合においても，買受人は，笠岡市に対しその賠償を請求するこ
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とはできません。

２３ 契約の解除

（1）買受人が上記２，又は３の条件に違反した場合のほか，不正な手段により契約を締結した

場合，もしくは買受人が契約に基づく債務を適正に履行できないと笠岡市において判断した

場合には，笠岡市は売買契約を解除することができます。

（2）解除の実行に際しては，次に掲げるところによるものとします。

ア 売買代金が納入されていない場合は，契約保証金は笠岡市に帰属し，返還しません。

イ 売買代金が納入されている場合は，既納の売買代金から契約保証金相当額を差し引いた

上で残額に利息を付さないで返還します。

ウ 買受人が売買契約締結又は売買物件のために支出した費用（公租公課を含む）について

は，これに係る補償を笠岡市に請求することはできません。

エ 笠岡市に損害が生じた場合，笠岡市は買受人に対し，その賠償を請求することができま

す。

オ 買受人に損害が生じた場合においても，買受人は笠岡市に対し，その賠償を請求するこ

とはできません。

２４ 原状回復の義務

上記 22 に規定する買戻権又は 23 に規定する解除権を行使したときは，買受人は自己の負担

で直ちに対象地の原状回復を行い笠岡市に返還しなければなりません。ただし，笠岡市が対象

地を原状に回復することが適当でないと認めたときは，原状回復をせずに返還することができ

ます。

２５ 契約不適合責任

買受人は売買物件に係る契約について，引渡し後に売買物件の種類，品質又は数量のほか土

壌汚染，地盤沈下，地下埋設物等に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の

追完請求，売買代金の返還又は減額，買受人からの損害賠償請求又は契約の解除はできません。

ただし，買受人が消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）第２条第１項に規定する消費者であ

るときは，引渡しの日から２年間は，この限りではありません。

なお，この内容を売払人の契約不適合責任の範囲として売買契約書に明記することとします。

２６ その他

（1）入札参加者が一者のみでも，入札は成立するものとします。

（2）本公告に定めのない事項は，地方自治法，地方自治法施行令及び笠岡市契約規則等の関係

諸法令等に定めるところにより処理します。

２７ お問い合わせ先

笠岡市総務部公有財産管理課公有財産活用係

電話 ０８６５－６９－２１６７（直通）

ＦＡＸ ０８６５－６９－２１９０
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物件番号１

所 在 地

占 用 物 件 等

私 道 の 負 担 等

最 低 売 払 価 格

物 件 調 書

笠岡市拓海町188番，143番2

土　　地

地番 地積（公簿） 地目 形状

拓海町188番 12,526㎡     雑種地 不整形

拓海町143番2 3,180㎡     雑種地 不整形

都 市 計 画 区 域 非線引都市計画区域

用 途 地 域 指定なし

特定用途制限地域 田園居住地区

指 定 建 ぺ い 率 ７０％

指 定 容 積 率 １００％

有 ・ 無 物件の内容

有 ・ 無 物件の内容

電 気 可 公 共 下 水 道 不可

上 水 道 可 都 市 ガ ス 不可

ＪＲ山陽本線 笠岡駅 約２，２００ｍ（直線距離）

笠岡市役所 約２，４００ｍ（　 〃 　）

笠岡市立神内小学校 約１，３００ｍ（　 〃 　）

笠岡市立笠岡東中学校 約２，３００ｍ（　 〃 　）

６６，２９５，０２６円

①現状有姿での引渡しとなります。

②本物件は，干拓地内の造成地です。また，過去に公共工事により発生した掘削

　残土等を搬入しており，造成時から地上げされています。

③軟弱地盤であることが予想されるため，土地利用や地盤改良等にあたっては，

　専門家の意見等を確認し，買受人の負担と責任で対策等を行ってください。

　地盤沈下等による周辺を含む構造物等の損傷について，笠岡市は一切責任を負

　いません。

④開発行為にあたっては，都市計画法，盛土規制法及びその他法令に基づき，

　買受人の負担と責任で手続きを行ってください。詳細については，笠岡市都市

　計画課都市計画係（0865-69-2138）へお問い合わせください。

⑤本物件は，特定用途制限地域の田園居住地区内に存しており，建築物及び工作

　物の用途制限があります。詳細については，笠岡市都市計画課建築指導係（

　0865-69-2141）へお問い合わせください。

⑥本物件の土地利用に関し，周辺土地所有者及び地元住民との調整が生じた場合

　は，すべて買受人において行ってください。

⑦地下埋設物及び土壌調査は実施しておりません。

※この物件調書は，入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので，必ず入札参加者に

　おいて現地，諸規制及び各種ハザードマップについての確認を行ってください。

※これらの取り扱いを含む隣接地権者との協議及び調整が必要な場合は，すべて買受人の責任と負担

　で行ってください。

物 件 の 状 況

接面道路の状況

北東側：幅員８．１～８．３ｍの市道（笠岡湾干拓３号平成町拓海町線）と接面
南東側：幅員４．５～４．６ｍの市道（笠岡湾干拓24号拓海町線）と接面
南西側：幅員４．８～５．０ｍの市道（笠岡湾干拓30号拓海町線）と接面
北西側：幅員６．１ｍの未舗装市道（笠岡湾干拓23号拓海町線）と接面

都市計画法及び
建築基準法等の
主 な 制 限

その他
津波浸水想定区域
（2.0m～3.0m未満）

供 給 処 理 施 設
の 状 況

公 共 施 設 等

参 考 事 項
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位 置 図

（拡大図）

N
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航 空 写 真

N

（拡大図）
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土 地 明 細 図
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入札についての注意事項

令和７年 12 月 15 日

入札を希望される方は，公告，市有地売払い一般競争入札実施要領及びこの注意事項を熟読の

上，入札してください。

（入札の代理）

第１ 代理人が入札しようとするときは，入札参加申込時に必ず委任状を提出してください。な

お，代理人は２者以上の入札者を代理することはできません。また，入札者は他の入札者の代

理人となることはできません。

（入札書の様式及び使用する印鑑）

第２ 入札は，所定の入札書を使用してください。

２ 入札書に押印する印鑑は，本人が入札される場合は，入札参加申込時に提出された印鑑登録

証明書の印影と同じ印鑑とします。代理人が入札される場合は，委任状に押印された代理人の

印影と同じ印鑑とします。なお，それ以外の印鑑の場合は入札書を無効とします。

（入札保証金）

第３ 入札者は，入札前までに入札保証金として，入札金額の１００分の５以上に相当する金額

を笠岡市の発行する納入通知書により納付してください。

（入札書の記入方法）

第４ 入札書には，入札者の住所，氏名（法人にあってはその名称及び代表者氏名）を記入の上

押印してください。

入札金額の記載は，算用数字を使い，最初の数字の前に「￥」を記入してください。なお，

記入にあたっては，鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記用具（消せるインキを

使用したボールペン等）を使用せず，万年筆又はボールペンを使用してください。

（提出済みの入札書）

第５ 提出済みの入札書は，その理由のいかんにかかわらず，引換え，変更又は取消しを行うこ

とはできません。

（入札の無効）

第６ 次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

（１）入札に参加することのできない者のした入札

（２）談合して行われた入札

（３）入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

（４）入札書の金額，氏名，印影又は重要な文字が誤脱し，又は不明である入札

（５）入札書の記載金額を加除訂正した入札

（６）同一の入札について，２以上の入札をした者の入札

（７）郵便又は電信による入札

（８）その他入札条件に違反して行われた入札

（開札）

第７ 開札は，入札者の面前で行います。
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（落札者の決定）

第８ 入札は予定価格以上の価格であって，最高のものをもって落札者とします。ただし，落札

者となる同価の入札者が２者以上あるときは，直ちにくじによって落札者を決定します。

（入札保証金の返還）

第９ 入札保証金は，落札者を除き入札終了後，入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書を提出

していただき，入札日から概ね１ヶ月後までに入札参加者の指定する口座へ振り込む方法で返

還します。なお，入札保証金に利子は付しません。

（契約の締結）

第１０ 落札者が落札決定の日から１０日以内に契約を締結しない場合は，その落札は無効とな

り，入札保証金は笠岡市に帰属します。

２ 契約は所定の契約書を作成し，笠岡市，落札者双方が記名押印したときに成立します。

ただし，契約締結にあたって笠岡市議会の議決を得る必要がある場合には，仮契約となり，

市議会の議決による承認を得たときに本契約としての効力を生じます。

３ 契約（仮契約を含む）締結の際，契約保証金として，契約金額の１００分の１０以上に相当

する金額を笠岡市の発行する納入通知書により納付してください。

４ 落札者の入札保証金は，前項の契約保証金の全部又は一部に充当します。

５ 落札者以外の名義人とは契約を締結しません。

（その他）

第１１ 本書に定めのない事項は，地方自治法，地方自治法施行令及び笠岡市契約規則等の関係

諸法令等に定めるところにより処理します。
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一般競争入札参加申込書

令和 年 月 日

笠 岡 市 長 様

令和８年１月 30 日に執行される下記物件の市有財産売払い一般競争入札に参加したいので，公

告，市有地売払い一般競争入札実施要領等の内容を承諾し誓約の上，申込みます。

１ 申込者

２ 入札参加申込物件

【誓約事項】

１ 公告及び市有地売払い一般競争入札実施要領等の内容を承諾します。

２ 物件は現状有姿での引渡しを受けることを承諾します。

【注意事項】

１ 申込書には印鑑登録証明書又は印鑑証明書に使用している印を使用してください。

２ 申込者の住所・氏名は，添付書類の内容と一致する必要があります。

（添付書類）

個人の場合

印鑑登録証明書，住民票，市町村税の完納証明書，誓約書

法人の場合

印鑑証明書，法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書，市町村税の完納証明書，誓約書

住 所

〒 －

電 話 番 号 （ ） －

ふ り が な

氏 名

（法人名，代表者名） 実印

物件番号 所 在 地

１ 笠岡市拓海町 188 番，143 番 2
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誓 約 書

私（当社）は，次のことを誓約いたします。

また，必要な場合には，このことについて岡山県警察本部等に照会することを承諾

します。

記

１ 私（当社）は，次に掲げる者のいずれにも該当しません。

また，法人の役員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第９条第２１号ロに規定する役員をいう。）についても，次に掲げ

る者のいずれにも該当しません。

（1）暴力団（笠岡市暴力団排除条例（平成２４年笠岡市条例第１１号）第２条第１

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）に該当する者

（2）暴力団員（笠岡市暴力団排除条例（平成２４年笠岡市条例第１１号）第２条第

２号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者

（3）暴力団員等（笠岡市暴力団排除条例（平成２４年笠岡市条例第１１号）第２条

第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者

（4）笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱（平成１７年笠岡市告示第１０２号）

別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者

（5）暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

２ １の各号に掲げる者が当社の経営に実質的に関与していません。

令和 年 月 日

笠岡市長 様

住 所

氏 名 実印

（法人名・代表者名）
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委 任 状

代 理 人 住 所

氏 名

私は，上記の者を代理人と定め，次の市有財産の売払いの入札に関する一切の権限

を委任します。

なお，代理人が使用する印鑑は，次のとおりです。

記

入札物件

令和 年 月 日

笠岡市長 様

委任者 住 所

氏 名 実印

（法人名・代表者名）

印

物件番号 所 在 地

１ 笠岡市拓海町 188 番，143 番 2
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入 札 書

令和 年 月 日

笠岡市長 様

入 札 人 住 所

氏 名

（法人名・代表者氏名） ○印

（ 代 理 人 ） ○印

下記物件の市有地売払いに係る一般競争入札について，公告，市有地売払い一般競争入

札実施要領及び入札についての注意事項を承知のうえ，次のとおり入札します。

記

売 買 物 件

笠岡市公告第51号

入 札 金 額

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

備 考

物件番号 所 在 地

１ 笠岡市拓海町188番，143番2



19

入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書

令和 年 月 日

笠 岡 市 長 様

住 所

氏 名 実印

（法人名・代表者名）

次のとおり市有地売払い競争入札の入札保証金の返還を請求し，口座へ振り込みを依頼します。

なお，返還につき入札終了日から遅れて返還されることについて異議はありません。

１ 入札物件

２ 入札保証金額（請求金額）

３ 入札保証金の返還請求の理由

一般競争入札に参加したが落札とならなかったため

４ 振込先口座

物件番号 所 在 地

１ 笠岡市拓海町 188 番，143 番 2

金 額

百万 千 円

振

込

先

金融機関名
銀行 ・ 信用金庫

信用組合 ・ 農協

支 店 名
本 店・支 店

支 所・出 張 所

口 座 種 別 普通 ・ 当座 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口座名義人
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市 有 財 産 売 買 仮 契 約 書（見本）

売払人 笠岡市（以下「売払人」という。）と，買受人 （以下「買受人」という。）

とは市有財産を売買することについて，次の条項により売買契約を締結する。

（信義誠実の義務）

第１条 売払人及び買受人両者は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。

（売買物件）

第２条 売買物件は，次のとおりとする。

（売買代金）

第３条 売買代金は， 円とする。

（契約保証金）

第４条 買受人は，この契約締結と同時に，契約保証金として金 円を売払人の発行

する納入通知書により売払人に納付しなければならない。

２ 前項の契約保証金のうち，金 円は入札保証金より充当する。

３ 第１項の契約保証金には，利息を付さない。

４ 売払人は，買受人が第５条に定める義務を履行したときは，第１項に定める契約保証金を売

買代金に充当する。

５ 売払人は，買受人が第５条に定める義務を履行しないため，第１７条の規定により契約を解

除するときは，第１項に定める契約保証金を売払人に帰属させる。

（売買代金の支払い）

第５条 買受人は，売買代金のうち前条第１項に規定する契約保証金を除いた金 円を

売払人の発行する納入通知書により令和 年 月 日までに売払人に納付しなければならない。

（所有権の移転）

第６条 売買物件の所有権は，買受人が売買代金を完納したときに買受人に移転する。

（売買物件の引渡し）

第７条 売払人は，売買物件の所有権の移転と同時に，なんらの手続きを要しないで，売買物件

を現状有姿のまま買受人に引き渡すものとする。

２ 買受人は，売払人が売買物件に含まれる建物，工作物，建物に付帯する諸設備等（以下，「建

物等」という。）の使用保証及び稼働保証をせず，現状で引き渡すことを承知の上，建物等を使

用しない場合は建物等の解体撤去，建物等を継続して使用する場合は，必要となる点検，維持

土

地

所 在 地 地 目 面 積

拓海町 188 番 雑種地 １２，５２６㎡

拓海町 143 番 2 雑種地 ３，１８０㎡

合 計 １５，７０６㎡

物件番号１
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修繕及び安全性の確保について，自らの負担と責任において行うものとする。

（所有権の移転登記）

第８条 売払人は，買受人が売買代金を完納し，登記に必要な書類を売払人に提出した後，速や

かに管轄登記所に対し売買物件の所有権移転登記を嘱託するものとする。

２ 前項の登記に要する費用は，買受人の負担とする。

（危険負担）

第９条 この契約の締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて，売買物件が売払人の責め

に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には，その損害は，買受人の負担と

し，売払人は引渡時の現状のまま買受人に引き渡す。

（契約不適合責任）

第１０条 買受人は，売買物件の引渡し後，売買物件に種類，品質又は数量のほか，土壌汚染，

地盤沈下，地下埋設物等に関して，契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完請

求，売買代金等の返還又は減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない

ものとする。ただし，買受人が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定

する消費者であるときは，第７条に定める引渡しの日から２年間は，この限りではない。

（禁止する用途）

第１１条 買受人は売買物件を次の各号に掲げる用途に供してはならない。

（１）笠岡市暴力団排除条例（平成２４年笠岡市条例第１１号）第２条第１号に規定する暴力

団の事務所その他これに類する施設の用途。

（２）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第

５条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途。

（所有権の移転等の禁止）

第１２条 買受人は，売買物件又は本契約締結後に売買物件に設置した建物等の物件を，前条の

用途に供するおそれのある第三者へ譲渡し，又は貸し付けてはならない。

（実地調査等）

第１３条 売払人は買受人の前２条に定める義務の履行状況を確認するため，随時に実地調査し，

又は買受人に対し所要の報告を求めることができる。この場合において，買受人は調査を拒み，

妨げ，又は報告を怠ってはならない。

（買戻特約及び特約登記）

第１４条 売払人は，買受人又は売買物件の転取得者が第１１条，又は第１２条に定めるいずれ

かの義務に違反した場合には，売買物件の買戻しをすることができるものとする。

２ 前項に定める買戻しの期間は，この契約締結の日から５年間（以下「指定期間という。」）と

する。

３ 売払人は，前２項の規定に基づく買戻しの特約登記をすることができるものとする。この場

合において，売払人が請求したときは，買受人は特約登記に必要な書類を第８条の書類ととも

に売払人に提出しなければならない。

４ 売払人は，本契約に定める義務が履行されていると認めるときは，本件土地の所有者の申出

により前項の登記を抹消することができる。

５ 買戻権の抹消登記に要する費用は，当該抹消登記時における本件土地の所有者の負担とする。

（買戻権の行使）
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第１５条 売払人が，前条に定める買戻権を行使するときは，次の各号によるものとする。

（１）買受人が支払った売買代金（売買物件の一部について買戻権を行使する場合にあっては，

買戻し対象地の面積が売買物件の総面積に占める割合を売買代金に乗じた額）は，買受人

が第２０条に定める義務を履行した後，利息を付さないで返還するものとする。

（２）買受人が負担した契約費用及び売買物件に支出した必要費，有益費その他一切の費用並

びに買受人が支払った第１６条第１項の規定による違約金は，償還又は返還しないものと

する。

（３）売払人に損害があれば，売払人は，買受人にその賠償を請求することができる。

（４）買受人に損害があっても，買受人は，売払人にその賠償を請求することができない。

（違約金）

第１６条 買受人は，第１１条，第１２条，又は第１３条に定めるいずれかの義務に違反したと

きは，第３条に定める売買代金の１００分の１０に相当する金額（ただし，１円未満の端数を

生じるときは，これを切り捨てるものとする。）を違約金として売払人に支払わなければならな

い。

２ 前項に定める違約金は，第１８条に定める損害賠償の額の予定又はその一部とは解釈しない。

（契約の解除）

第１７条 売払人及び買受人は，相手方がこの契約に定める義務を履行しないときは，相当の期

間を定めて催告の上，この契約を解除することができる。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，売払人は，催告を要しないで直ちにこの契約を解除

することができる。

（１） 買受人が第１１条又は第１２条に定める事項に違反したとき。

（２） 買受人に偽りその他不正な行為があったとき。

（損害賠償）

第１８条 前条の定めにより，この契約を解除した場合において，売払人に損害があるときは，

売払人は買受人に対し，その賠償を請求することができる。なお，買受人に損害があっても，

買受人は売払人に対し，その賠償を請求することができない。

（返還金等）

第１９条 売払人は，第１７条に定める解除権を行使したときは，買受人が支払った売買代金を

返還する。ただし，当該返還金には利息を付さない。

２ 売払人は，解除権を行使したときは，買受人の負担した契約の費用は返還しない。

３ 売払人は，解除権を行使したときは，買受人が支払った違約金及び買受人が売買物件に支出

した必要費，有益費その他一切の費用は返還しない。

（原状回復の義務）

第２０条 売払人が第１５条に定める買戻権又は第１７条に定める解除権を行使したときは，買

受人は，直ちに売買物件を自己の費用と責任において，契約時の状態に復して，売払人の指定

する期日までに返還しなければならない。ただし，売払人が売買物件を原状に復することを必

要としないと認めるときは，この限りではない。

（相殺等）

第２１条 売払人が第１５条に定める買戻権又は第１７条に定める解除権を行使した場合につい

て，以下のとおり定める。
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（１）買受人が売払人に対して有する売買代金返還請求権は譲渡できない。

（２）売払人が買受人に対して有する違約金請求権は譲渡できない。

（３）買受人が売払人に対して有する売買代金返還請求権と売払人が買受人に対して有する違

約金請求権は，売払人の買戻権又は解除権の行使により当然に相殺されるものとする。

（４）売払人は，買受人が第１５条第３号又は第１８条に定める損害賠償金を売払人に支払う

べき義務があるときは，返還する売買代金と相殺することができる。

（地盤沈下等）

第２２条 売払人は，売買物件の地盤沈下及び液状化による構造物の損傷について，その責は負

わない。

（契約費用）

第２３条 この契約の締結に要する費用は買受人の負担とする。

（管轄裁判所）

第２４条 この契約から生じる一切の訴えについては，売買物件の所在地を管轄する地方裁判所

又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。

（疑義の決定）

第２５条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については，売払人

と買受人が協議して決定するものとする。

（契約の効力）

第２６条 この契約は仮契約であり，笠岡市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年笠岡市条例第１２号）の規定に基づき議会の議決を得たとき，本

契約と読み替えるものとする。

この契約の締結を証するため，本書２通を作成し，両者記名押印の上，各自その１通を保有する。

令和 年 月 日

売払人 笠岡市中央町１番地の１

笠岡市

笠岡市長 栗 尾 典 子

買受人


